
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
表
現
の
自
由
、
多
様
な
情
報
へ
の
接
触
等
の
確
保
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
違
法
・
有
害
な
情
報
が
氾
濫
し
て
い
る
現
状
へ
の
対
策
の
必
要
性
に
留
意
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
万

全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
児
童
の
健
全
育
成
及
び
犯
罪
被
害
か
ら
の
保
護
が
本
法
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
第
六
条
違
反
事
案
の
捜
査
、

処
分
等
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
過
程
を
通
じ
て
、
児
童
の
特
性
と
人
権
、
利
益
に
最
大
限
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

当
事
者
と
な
っ
た
児
童
に
対
し
、
警
察
及
び
児
童
相
談
所
が
家
庭
裁
判
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
も
連
携
を
密
に
し
つ
つ
、

捜
査
、
処
分
決
定
後
に
お
け
る
立
ち
直
り
支
援
等
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

二
、
今
回
の
法
改
正
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
し
広
報
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
行
い
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
よ
る
利
用
者
が
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
方
法
を
よ
り
実
効
的
な
も
の
と
す

る
と
と
も
に
、
改
正
に
よ
り
事
業
者
に
対
す
る
規
制
の
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
下
位
法
令
を
含
む
解
釈
運
用
基
準
を

定
め
る
こ
と
。



三
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
に
つ
い
て
保
護
者
に
対
す
る
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
安
全
な
利
用
法
、

情
報
の
主
体
的
選
択
能
力
を
養
う
こ
と
を
含
む
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
・
モ
ラ
ル
教
育
を
、
学
校
教
育
を
始
め
あ
ら
ゆ
る
機
会
を

と
ら
え
て
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
教
育
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
学
校
の
Ｉ
Ｔ
環
境
の
整
備
及
び
教
員

の
Ｉ
Ｔ
指
導
力
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
。

四
、
児
童
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
利
用
や
違
法
・
有
害
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
、
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
精
度
の
向
上
及
び
利
用
の
促
進
の
ほ
か
、
児
童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
取
組
を
官
民
一
体
と

な
っ
て
一
層
充
実
強
化
す
る
こ
と
。

五
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
・
有
害
な
情
報
に
つ
い
て
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
業
務
を
行
う
民
間
団
体
の
設
立
や
活
動
の
支
援
を

始
め
、
違
法
・
有
害
な
情
報
の
閲
覧
を
防
止
す
る
た
め
の
民
間
活
動
の
更
な
る
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
本
法
で
導
入
さ
れ

る
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


